
中国四国管区警察局四国警察支局愛媛県情報通信部

備考

1 式

１ 契約概要 ： 　仕様書のとおり

　なお、本件は低圧受電施設を対象とする。

２ 使用期間 ： 　令和８年７月検針日 ～令和９年７月検針日の前日

３ 需給場所 ： 　仕様書のとおり

４ 見積方法 ：

５

交付場所 ：

注 ：

交付期間 ：

６

７

８ 契約書の作成

　契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。

９
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　中国四国管区警察局四国警察支局愛媛県情報通信部通信庶務課経理係

代金の支払い

仕様書等の交付を行う場所及び交付期間

（２）当方が必要とする秘密の保全に関する事項について、当方の承認が得られている者であること。

　毎月の検針に基づく金額を一月ごとに当方へ請求するものとし、請負者の適法な請求書を受理した日
から起算して30日以内に支払うものとする。

　電話番号：089-934-0110

　令和８年３月18日（水）～令和８年３月27日（金）の 間（閉庁日を除く。）

オープンカウンター方式による見積書提出依頼

件　　名

電気の供給(供給地区（中国））

問い合わせ先

見積書提出期限 ： 令和８年３月27日(金)  15:00必着

見積書提出に必要な資格

（１）電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事業者の登録を受けている者であること。

　下記の件名について、「秘密の保全に関する誓約書」を当方が受理した上での仕様書等交付となりますの
で、事前に「10　問い合わせ先」まで連絡し来庁時間を打ち合わせた上で交付期限までに来庁いただき、内
容をご確認の上、提出期限までに見積書を提出願います。

　見積金額の算定に当たっては、力率は90パーセント、発電費用等に係る燃料価格変動の
調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく
賦課金は無しとする。

　愛媛県松山市南堀端町２番地２

　中国四国管区警察局四国警察支局愛媛県情報通信部通信庶務課

　遠隔地などの理由により来庁することが困難な場合、「10　問い合わせ先」へ電話で
問い合わせること。

数 量

特記事項

　また、別に掲載してある「オープンカウンター方式による見積依頼について」及び「見積書記載要領」をご覧ください。

　見積書に記載する金額は、見積業者において設定する契約容量及び契約電力に対する単
価（基本料金単価）並びに使用電力量に対する単価（電力量料金単価）を根拠とし、あら
かじめ仕様書に示している予定契約量、予定契約電力及び月ごとの予定使用電力量に基づ
き算出した各月の単価の年間総価を見積総額とする。



（作成例）

需給場所
名称

契約種別 使用量等 単価 金額 合計額

最低料金 0～15ｋＷｈまで 180

15超過120ｋＷｈまで 1,260

120超過300ｋＷｈまで 1,104

300ｋＷｈ超過 62

基本料金 １ｋＷｈあたり 180

夏季 １ｋＷｈあたり 9,906

その他季 １ｋＷｈあたり 26,730

見積条件：

見積書（内訳）

見積有効期限　令和８年○月○日まで

支払条件　　　履行確認後、適法な請求書を受理した後、30日以内に国庫金の振込払いとする。

支払遅延利息　「政府契約の支払遅延防止法等に関する法律」に定めるところによる。

総合計（税込み：円）

愛媛9A 従量電灯Ａ

愛媛9B 低圧電力

見積書内訳

項目

電力量料金


